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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
甘草疎水性抽出物を含有することを特徴とする、内臓脂肪型肥満を予防又は改善するため
の医薬用組成物。
【請求項２】
内臓脂肪を低減することにより、さらに、糖尿病、高脂血症及び高血圧症からなる群より
選択される１つ以上を予防又は改善する、内臓脂肪型肥満と、糖尿病、高脂血症及び高血
圧症からなる群より選択される１つ以上とを併せ持つ病態であるマルチプル・リスク・フ
ァクター症候群を予防又は改善するための請求項１記載の医薬用組成物。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、内臓脂肪型肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧症を含むマルチプル・リスク・フ
ァクター症候群を予防又は改善するための組成物に関する。
【背景技術】
【０００２】
栄養過多や運動不足などの生活習慣の悪化による生活習慣病は大きな社会問題となってい
る。ここでの生活習慣病としては肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧症などの病態が挙げら
れ、これらの病態は動脈硬化発症の基盤病態となるマルチプル・リスク・ファクター（多
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重危険因子）症候群として重要視されている。また、ヒトだけに限らず、イヌやネコなど
のペットにおいても問題となっている。
【０００３】
肥満は、皮下に脂肪が蓄積する皮下脂肪型肥満と、腹腔内に脂肪が蓄積する内臓脂肪型肥
満に大別される。
内臓脂肪型肥満は、高脂血症、耐糖能異常、高血圧症を高率に併せもつ病態であり、また
インスリン抵抗性も強く、マルチプル・リスク・ファクター症候群であると言われている
。また、内臓脂肪の蓄積は肥満者だけでなく正常体重の範囲にある者でもみられ、上記の
マルチプル・リスクを伴いやすい（非特許文献１参照）。すなわち、内臓脂肪の蓄積がイ
ンスリン抵抗性や糖尿病、高脂血症、高血圧症などを引き起こしている。この病態概念を
、松澤らは「内臓脂肪症候群（ｖｉｓｃｅｒａｌ　ｆａｔ　ｓｙｎｄｒｏｍｅ）」と提唱
した（非特許文献２参照）。また、Ｇ．Ｍ．Ｒｅａｖｅｎが提唱する「シンドロームＸ」
（非特許文献３参照）、Ｎ．Ｍ．Ｋａｐｌａｎが提唱する「死の四重奏（ｄｅａｄｌｙ　
ｑｕａｒｔｅｔ）」（非特許文献４参照）、Ｒ．Ａ．ＤｅＦｒｏｎｚｏが提唱する「イン
スリン抵抗性症候群」（非特許文献５参照）も同様の病態概念である。
【０００４】
肥満の治療法は、一般的には食事療法と運動療法であり、重篤な肥満症に対しては薬物療
法が行われる。しかし、これらの治療法は医療機関において患者に対して指導あるいは処
方されるものであり、これら疾患の予備軍といわれる人々を対象にしていない。また、抗
肥満剤として、食欲抑制剤、エネルギーとなる糖や脂肪などの消化吸収阻害剤、エネルギ
ー消費促進剤が挙げられる。しかし、食欲抑制剤や消化吸収阻害剤は内臓脂肪を積極的に
低減するものではなく、エネルギー消費促進剤は内臓脂肪を特異的に低減するものではな
い。
【０００５】
特許文献１には、脂肪吸収抑制作用をもつカワラケツメイ抽出物と糖吸収抑制作用をもつ
クワ抽出物の両者を混合投与することにより体重増加抑制、皮下脂肪及び内臓脂肪の低下
が認められることが開示されている。その他の天然由来素材としては、魚油、アマニ油及
びシソ油などの植物油脂などの高度不飽和油脂由来の物質（特許文献２参照）あるいは共
役異性化高度不飽和脂肪酸（特許文献３参照）が内臓蓄積脂肪低減化機能を有すること、
小麦由来のアミラーゼ阻害物質（特許文献４参照）が内臓脂肪蓄積抑制をすること、Ｄ－
キシロース及び／又はＬ－アラビノース（特許文献５、特許文献６参照）が体脂肪（皮下
脂肪、内臓脂肪）蓄積抑制をすることが知られている。
【０００６】
糖尿病はインスリンの作用不足の結果により生じる慢性の高血糖を主徴とする疾患であり
、糖尿病患者の９０％以上は２型糖尿病（インスリン非依存性糖尿病：ＮＩＤＤＭ）であ
る。我が国での糖尿病患者数は、平成５年に１５７万人であったが、平成８年には２１８
万人（厚生省の患者調査）に急激に増加している。さらに、平成９年１１月に実施された
厚生省の糖尿病実態調査によると、糖尿病が強く疑われる人（治療中の人を含む）は６９
０万人であり、糖尿病の可能性が否定できない人を合わせると１３７０万人であると推計
されている。すなわち、糖尿病患者数の急激な増加に加え、医療機関において治療を受け
ていない糖尿病予備軍といわれる人々がはるかに多く、これは重大な問題となっている。
【０００７】
糖尿病の治療には、食事療法と運動療法があり、これで十分な効果が得られない場合は薬
物療法が加えられる。薬物療法にはインスリン療法や経口血糖降下薬が用いられる。経口
血糖降下薬としては、トルブタミドやグリベンクラミドなどのスルホニル尿素薬、ブホル
ミンやメトホルミンなどのビグアナイド薬、アカルボースやボグリボースなどのα－グル
コシダーゼ阻害薬、トログリタゾンやピオグリタゾンなどのインスリン抵抗性改善薬など
が挙げられる。
食事療法では、過食を改め、適切なカロリー摂取を行い、肥満があれば標準体重に近づけ
るよう努められている。食事療法に用いられる食品は、厚生省認可特別用途食品の糖尿病
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食調整用組合わせ食品が知られている。しかし、これはいわゆる低カロリーの栄養バラン
ス食品であるに過ぎず、糖尿病に対して本質的な治療効果を認めるものではない。
【０００８】
また、これらの治療は、医療機関において糖尿病患者に対して処方されるものであって、
糖尿病患者数よりもはるかに多い糖尿病予備軍といわれる人々を対象にしていない。そこ
で、保健機能食品（特定保健用食品、栄養機能食品）や健康食品などの飲食品あるいは医
療機関でなくても容易に入手できる医薬品（医薬部外品を含む）として、糖尿病を予防ま
たは改善する効果を有する組成物が望まれている。
さらに、家畜またはペットにおいても糖尿病が増えており、家畜またはペット用の糖尿病
を予防または改善する効果を有する組成物の開発が望まれている。
【０００９】
特許文献７には、ショウガ科のキョウオウ（Ｃｕｒｃｕｍａ　ａｒｏｍａｔｉｃａ）の抽
出成分であるクルクメノンを有効成分とする糖尿病治療剤が開示されている。また、特許
文献８には、キョウオウ（Ｃｕｒｃｕｍａ　ａｒｏｍａｔｉｃａ）の抽出成分である（４
Ｓ，５Ｓ）－（＋）－ゲルマクロン４，５－エポキシドを有効成分とする糖尿病治療剤が
開示されている。キョウオウは生薬の一種として知られているが、食品添加物として認可
されていない。
【００１０】
甘草及びその水抽出物は、鎮痛鎮痙作用、去痰作用をもつ生薬として、あるいは食品とし
て利用されている。その主成分であるグリチルリチン（グリチルリチン酸）にショ糖の約
２００倍の甘さがあることから、甘草から水またはアルカリ性水溶液で抽出して得られる
“カンゾウ抽出物”は甘味料として食品添加物でもある（非特許文献６参照）。その生理
作用としては、副腎皮質の電解質もしくは糖質コルチコイド様作用、エストロゲン様作用
、テストステロン産生阻害作用、鎮咳作用、抗炎症作用、抗アレルギー作用、解毒作用、
高脂血症改善作用、胃粘膜細胞内サイクリックＡＭＰ濃度増加作用、実験的肝障害予防ま
たは改善効果、抗ウイルス作用、インターフェロン誘起作用、抗う蝕作用、発癌プロモー
ター阻害作用、細胞内Ｃａ２＋減少作用、ホスホリパーゼＡ２阻害作用、ＬＴＢ４及びＰ
ＧＥ２産生抑制作用、血小板活性化因子産生抑制作用などが知られている。また、甘草は
糖尿病による強い口渇、多飲、多尿に対して処方される白虎加人参湯の配合成分のひとつ
であり、他の配合成分である石膏、知母、人参と同様に、甘草の水抽出物には血糖降下作
用があることが報告されている（非特許文献７参照）。
【００１１】
甘草から水またはアルカリ性水溶液で抽出してグリチルリチンを抽出した後の甘草残渣に
は強肝作用及び／又は感染防御作用（特許文献９参照）、免疫増強作用（特許文献１０参
照）、抗ウイルス作用（特許文献１１参照）があることが知られている。また、甘草を水
で洗浄した残渣からエタノール、アセトンまたはヘキサンで抽出して得られる“カンゾウ
油性抽出物”は、酸化防止剤として食品添加物である（非特許文献８参照）。カンゾウ油
性抽出物にはヘリコバクター・ピロリに対する抗菌作用（特許文献１２、特許文献１３参
照）があることが知られている。しかし、グリチルリチン抽出後の甘草残渣やカンゾウ油
性抽出物に内臓脂肪低減作用、血糖降下作用、脂質代謝改善作用、血圧上昇抑制作用があ
ることは知られていない。
【００１２】
なお、甘草の過剰摂取や長期連用で高血圧、浮腫、低カリウムなどの偽アルドステロン症
が引き起こされることは古くから知られている。これは、甘草の主成分であるグリチルリ
チンによって引き起こされるものである。グリチルリチンの加水分解産物であるグリチル
レチン酸によって高血圧が引き起こされることも報告されている（非特許文献９参照）。
すなわち、甘草の親水性成分を含みグリチルリチンを主成分とする甘草水抽出物は、高血
圧を引き起こす。
【００１３】
熱帯アジアを原産とするショウガ科ウコン属に分類される熱帯性植物として、ウコン（秋
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ウコン：Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）、キョウオウ（春ウコン：Ｃｕｒｃｕｍａ　ａｒ
ｏｍａｔｉｃａ）、ガジュツ（紫ウコン：Ｃｕｒｃｕｍａ　ｚｅｄｏａｒｉａ）、クスリ
ウコン（Ｃｕｒｃｕｍａ　ｘａｎｔｈｏｒｒｈｉｚａ）などの品種がある。このうち、ウ
コンは、一般的にはカレーのスパイスの一つであるターメリックとして知られているが、
食用として利用されるだけでなく、ウコンの主要成分であるクルクミンが黄色色素（天然
色素）であることから、ウコンまたはウコン抽出物（ウコン色素）は染料あるいは着色料
（食品添加物）としても利用されている。また、中国の漢方、インドのアーユルヴェーダ
、インドネシアのジャムーなどの伝統療法では、ウコンには止血作用、健胃作用、抗菌作
用、抗炎症作用があることが古くから知られており、薬用としても利用されている。さら
に、ウコン及び主要成分クルクミンの効能が着目され、抗酸化作用、胆汁分泌促進作用（
利胆作用）、内臓（肝臓、膵臓）機能増強作用、発癌抑制作用、脂質代謝改善作用、美白
作用など様々な生理作用が明らかにされてきている。
しかし、ウコン（Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）またはウコン抽出物に内臓脂肪低減作用
、血糖降下作用、血圧上昇抑制作用があることは未だ知られていない。
【００１４】
クローブ（丁子）は、フトモモ科のＳｙｚｙｇｉｕｍ　ａｒｏｍａｔｉｃｕｍまたはＥｕ
ｇｅｎｉａ　ｃａｒｙｏｐｈｙｌｌａｔａの蕾、葉または花であり、香辛料の一つとして
知られている。クローブは、抗菌・殺菌作用や鎮痛・麻酔作用があるため口臭消しや歯痛
止めとして古くから利用されてきただけでなく、健胃薬として生薬や漢方薬に利用されて
いる。また、クローブ抽出物は酸化防止剤として食品添加物に利用されている。しかし、
クローブまたはクローブ抽出物に内臓脂肪低減作用、血糖降下作用、脂質代謝改善作用、
血圧上昇抑制作用があることは未だ知られていない。
【００１５】
シナモン(肉桂、ニッキ)またはカッシアは、クスノキ科のＣｉｎｎａｍｏｍｕｍ　ｃａｓ
ｓｉａ、Ｃ．ｚｅｙｌａｎｉｃｕｍまたはＣ．ｌｏｕｒｅｉｒｉｉの樹皮である。シナモ
ンは、抗菌作用や抗酸化作用などがあり古くから香辛料の一つとして利用されており、ま
た桂皮として薬用にも利用されている。しかし、シナモンまたはシナモン抽出物に内臓脂
肪低減作用、血糖降下作用、脂質代謝改善作用、血圧上昇抑制作用があることは未だ知ら
れていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】特開平１１－１８７８４３号公報
【特許文献２】特開平１０－２３１４９５号公報
【特許文献３】特開２０００－１４４１７０号公報
【特許文献４】特開平０９－１９４３９０号公報
【特許文献５】特開平０７－３０９７６５号公報
【特許文献６】特開平０７－２４２５５１号公報
【特許文献７】特開平１－２３３２１７号公報
【特許文献８】特開平６－１９２０８６号公報
【特許文献９】特開平９－１４３０８５号公報
【特許文献１０】特開平５－２６２６５８号公報
【特許文献１１】特開平１－１７５９４２号公報
【特許文献１２】特開平１０－１３０１６１号公報
【特許文献１３】特開平８－１１９８７２号公報
【非特許文献】
【００１７】
【非特許文献１】ＢＩＯ　Ｃｌｉｎｉｃａ，２０００年９月増大号，１６－５５
【非特許文献２】Ｄｉａｂｅｔｅｓ／Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ　Ｒｅｖｉｅｗｓ，１３，３
－１３，１９９７
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【非特許文献３】Ｄｉａｂｅｔｅｓ，３７，１５９５－１６０７，１９８８
【非特許文献４】Ａｒｃｈｉｖｅｓ　ｏｆ　Ｉｎｔｅｒｎａｌ　Ｍｅｄｉｃｉｎｅ，１４
９，１５１４－１５２０，１９８９
【非特許文献５】Ｄｉａｂｅｔｅｓ　Ｃａｒｅ，１４，１７３－１９４，１９９１
【非特許文献６】既存添加物名簿収載品目リスト注解書、１６３ページ、日本食品添加物
協会、１９９９年
【非特許文献７】Ｉ．Ｋｉｍｕｒａ，ｅｔ　ａｌ．，Ｐｈｙｔｏｔｈｅｒａｐｈｙ　Ｒｅ
ｓｅａｒｃｈ，１３，４８４－４８８，１９９９
【非特許文献８】既存添加物名簿収載品目リスト注解書、１６４ページ、日本食品添加物
協会、１９９９年
【非特許文献９】Ｈ．Ｓｉｇｕｒｕｏｎｓｄｏｔｔｉｒ，ｅｔ　ａｌ．，Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｈｕｍａｎ　Ｈｙｐｅｒｔｅｎｓｉｏｎ，１５，５４９～５５２，２００１
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
本発明は、副作用や安全性に問題がなく、内臓脂肪型肥満、糖尿病、高脂血症及び高血圧
症を含むマルチプル・リスク・ファクター症候群を予防又は改善するための組成物を提供
することを課題とする。
本発明者らは、マルチプル・リスク・ファクター症候群の原因となるのは内臓脂肪型肥満
であることから、蓄積した内臓脂肪を低減することによって、マルチプル・リスク・ファ
クター症候群を予防又は改善することができることに着目した。
そこで本発明者らは、上記課題を解決すべく鋭意研究を行った結果、甘草疎水性抽出物、
ウコン抽出物、クローブ抽出物、シナモン抽出物が、蓄積した内臓脂肪を低減する作用、
血糖上昇抑制作用、血糖降下作用、脂質代謝改善作用及び血圧上昇抑制作用を有すること
を見出し、本発明を完成するに至った。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
すなわち、本発明は、甘草疎水性抽出物、ウコン抽出物、クローブ抽出物及びシナモン抽
出物からなる群より選択される少なくとも１種を含有するマルチプル・リスク・ファクタ
ー症候群を予防又は改善するための組成物に関する。本発明のマルチプル・リスク・ファ
クター症候群を予防又は改善するための組成物は、内臓脂肪型肥満を予防又は改善するた
めの組成物であってもよいし、糖尿病を予防又は改善するための組成物であってもよいし
、高脂血症を予防又は改善するための組成物であってもよいし、高血圧症を予防又は改善
するための組成物であってもよい。
また、本発明は、甘草疎水性抽出物、ウコン抽出物、クローブ抽出物及びシナモン抽出物
からなる群より選択される少なくとも１種を含有する組成物をヒト、家畜又はペットに投
与又は適用することからなる、マルチプル・リスク・ファクター症候群の予防又は改善方
法に関する。
さらに、本発明は、マルチプル・リスク・ファクター症候群を予防又は改善するための組
成物製造における甘草疎水性抽出物、ウコン抽出物、クローブ抽出物及びシナモン抽出物
からなる群より選択される少なくとも１種の使用に関する。
【発明の効果】
【００２０】
本発明は、上述の構成よりなるので、内臓脂肪型肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧症を含
むマルチプル・リスク・ファクター症候群を予防又は改善するための組成物を提供するこ
とができる。本発明の組成物を摂取することにより蓄積した内臓脂肪を低減することがで
き、さらに、内臓脂肪の蓄積を原因とする肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活
習慣病を予防または改善することができる。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
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以下に、本発明を詳しく説明する。
本発明の組成物は、甘草疎水性抽出物、ウコン抽出物、クローブ抽出物及びシナモン抽出
物のうち少なくとも１種以上を含有する。これらの抽出物は食品であり、また食品添加物
として認可されており、副作用や安全性に問題がない。
【００２２】
本発明の組成物は、内臓脂肪低減効果を有しており、マルチプル・リスク・ファクター症
候群、ひいては、内臓脂肪型肥満、糖尿病、高脂血症及び高血圧症を予防又は改善するこ
とができる。すなわち、内臓脂肪低減効果のほか、血糖上昇抑制作用、血糖降下作用、脂
質代謝改善作用及び血圧上昇抑制作用を有する。ここでいう脂質代謝改善作用とは、血清
中の総コレステロール低下作用、中性脂肪低下作用または遊離脂肪酸低下作用である。
【００２３】
なお、マルチプル・リスク・ファクター症候群における糖尿病とは、耐糖能異常による２
型糖尿病（インスリン非依存性糖尿病）である。また、マルチプル・リスク・ファクター
症候群における高脂血症とは、脂質代謝異常による血清中の総コレステロール、中性脂肪
または遊離脂肪酸が上昇した病態である。
【００２４】
内臓脂肪低減効果は、実験動物を用いて、腹腔内に蓄積した脂肪、例えば、性器（副睾丸
、子宮）周辺脂肪、腎臓周辺脂肪、腸間膜脂肪、大網膜脂肪などの重量を秤量することに
より測定できる。この場合に用いる実験動物としては、高脂肪食を与えた食餌性肥満モデ
ル動物（Ｍ．Ｒｅｂｕｆｆｅ－Ｓｃｒｉｖｅ，ｅｔ　ａｌ．，Ｍｅｔａｂｏｌｉｓｍ，４
２，１４０５－１４０９，１９９３）あるいは遺伝的な肥満モデル動物、例えば、ＫＫマ
ウス、ＫＫ－Ａｙマウス、ｏｂ／ｏｂマウス、ｄｂ／ｄｂマウス、Ｚｕｃｋｅｒ　ｆａｔ
ｔｙラット、ＯＬＥＴＦラットなどが好ましい。また、内臓脂肪低減効果は、腹部ＣＴス
キャン画像における内臓脂肪面積の減少によって評価することが実験動物（Ｃ．Ｓ．Ｈｕ
ｎ，ｅｔ　ａｌ．，Ｂｉｏｃｈｅｍｉｃａｌ　ａｎｄ　Ｂｉｏｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｒｅｓ
ｅａｒｃｈ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ，２５９，８５－９０，１９９９）及びヒト
（Ｋ．Ｔｏｋｕｎａｇａ，ｅｔ　ａｌ．，Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｊｏｕｒｎａｌ
　ｏｆ　Ｏｂｅｓｉｔｙ，７，４３７－４４５，１９８３）において可能であるが、より
簡単にはウエスト周囲の減少によって評価できる。
【００２５】
また、本発明の組成物は、内臓脂肪低減効果を有することから、内臓脂肪型肥満、糖尿病
、高脂血症及び高血圧症を含むマルチプル・リスク・ファクター症候群を予防又は改善す
ることができる。すなわち、内臓脂肪が低減することにより、体脂肪率が低下し、肥満を
予防または改善することができる。また、内臓脂肪の低減に伴って脂肪細胞が分泌する種
々の生理活性物質（アディポサイトカイン）、例えば、レプチン、ＴＮＦ－α（ｔｕｍｏ
ｒ　ｎｅｃｒｏｓｉｓ　ｆａｃｔｏｒ－α）、遊離脂肪酸、アポプロテインＥ、アンジオ
テンシノーゲン、ＰＡＩ－１（ｐｌａｓｍｉｎｏｇｅｎ　ａｃｔｉｖａｔｏｒ　ｉｎｈｉ
ｂｉｔｏｒ－１）などの分泌量が減少する。すなわち、内臓脂肪が低減することにより、
インスリン抵抗性に関わるＴＮＦ－αが減少し、インスリン抵抗性や耐糖能障害が改善さ
れて血糖値が低下し、糖尿病を予防または改善することができる。また、遊離脂肪酸や脂
質運搬に関わるアポプロテインＥが減少し、脂質異常が改善されて血中脂質値が低下し、
高脂血症を予防または改善することができる。血圧調節に関わるアンジオテンシノーゲン
、血栓形成に関わるＰＡＩ－１が減少し、血圧が低下し、高血圧症または動脈硬化を予防
または改善することができる。
【００２６】
本発明に用いる甘草疎水性抽出物の原料である甘草は、マメ科カンゾウ属Ｇｌｙｃｙｒｒ
ｈｉｚａ　ｇｌａｂｒａ、Ｇ．ｕｒａｌｅｎｓｉｓまたはＧ．ｉｎｆｌａｔａなどである
。甘草は、古くから食経験がある食品であり、食品添加物や生薬としても利用されている
。
【００２７】



(7) JP 5607397 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

本発明に用いる甘草疎水性抽出物は、甘草またはその粉末から有効成分を有機溶媒を用い
た抽出により得ることができる。あるいは、予め甘草の親水性成分を水またはアルカリ性
水溶液を用いて抽出・除去した後、その甘草残渣または残渣を乾燥させたものから有効成
分を有機溶媒を用いた抽出により得ることができる。ここで用いる有機溶媒は、医薬品や
食品、食品添加物などの製造、加工に使用が許可されたものが好ましく、例えば、アセト
ン、エタノール、グリセリン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、シクロヘキサン、ブタノ
ール、プロパノール、プロピレングリコール、ヘキサン、メタノールなどが挙げられ、食
用油などの油脂類を用いても良い。またこれらの溶媒のうち少なくとも２種以上を混合し
て用いても良いし、これらの含水溶媒を用いても良い。さらに、単一溶媒で甘草の疎水性
成分を効率良く抽出するためには、酢酸エチル、アセトン、エタノールなどが好ましい。
甘草の疎水性成分を抽出して得た抽出液、またはそれから抽出溶媒を除去したものを、甘
草疎水性抽出物とする。また、医薬品や食品として不適当な不純物を含有しない限り、粗
抽出物または半精製抽出物として本発明に使用できる。
【００２８】
本発明に用いるウコン抽出物の原料であるウコンは、ショウガ科ウコン属多年生草のウコ
ン（秋ウコン：Ｃｕｒｃｕｍａ　ｌｏｎｇａ）の根または根茎である。ウコンはスパイス
の一つであるターメリックとして古くから食経験がある食品であり、またウコンから有機
溶媒、例えば、エタノール、ヘキサン、アセトンなどで抽出したウコン抽出物であるウコ
ン色素は着色料として食品添加物として認可されており、その安全性は高い。
【００２９】
本発明に用いるウコン抽出物は、ウコンまたはその粉末から有効成分を水又は有機溶媒に
より抽出して得ることができる。ここで用いる有機溶媒としては、医薬品や食品、食品添
加物などの製造、加工に使用が許可されたものが好ましく、例えば、アセトン、エタノー
ル、グリセリン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、シクロヘキサン、ブタノール、プロパ
ノール、プロピレングリコール、ヘキサン、メタノールなどが挙げられ、食用油などの油
脂類を用いても良い。またこれらの溶媒のうち少なくとも２種以上を混合して用いても良
いし、これらの含水溶媒を用いても良い。抽出により得た抽出液、またはそれから抽出溶
媒を除去したものを、ウコン抽出物とする。また、医薬品や食品として不適当な不純物を
含有しない限り、粗抽出物または半精製抽出物として本発明に使用できる。
【００３０】
本発明に用いるクローブ抽出物の原料であるクローブ（丁子）は、フトモモ科のＳｙｚｙ
ｇｉｕｍ　ａｒｏｍａｔｉｃｕｍまたはＥｕｇｅｎｉａ　ｃａｒｙｏｐｈｙｌｌａｔａの
蕾、葉または花である。クローブは香辛料の一つとして古くから食経験がある食品であり
、クローブ抽出物は酸化防止剤として食品添加物であり、その安全性は高い。
【００３１】
本発明に用いるクローブ抽出物は、クローブまたはその粉末から有効成分を水または有機
溶媒により抽出して得ることができる。ここで用いる有機溶媒としては、医薬品や食品、
食品添加物などの製造、加工に使用が許可されたものが好ましく、例えば、アセトン、エ
タノール、グリセリン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、シクロヘキサン、ブタノール、
プロパノール、プロピレングリコール、ヘキサン、メタノールなどが挙げられ、食用油な
どの油脂類を用いても良い。またこれらの溶媒のうち少なくとも２種以上を混合して用い
ても良いし、これらの含水溶媒を用いても良い。抽出により得た抽出液、またはそれから
抽出溶媒を除去したものを、クローブ抽出物とする。また、医薬品や食品として不適当な
不純物を含有しない限り、粗抽出物または半精製抽出物として本発明に使用できる。
【００３２】
本発明に用いるシナモン抽出物の原料であるシナモン(肉桂、ニッキ)は、クスノキ科クス
ノキ属Ｃｉｎｎａｍｏｍｕｍ　ｃａｓｓｉａ、Ｃ．ｚｅｙｌａｎｉｃｕｍまたはＣ．ｌｏ
ｕｒｅｉｒｉｉである。シナモンは、香辛料の一つとして古くから食経験がある食品であ
り、副作用や安全性に問題がない。
【００３３】
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本発明に用いるシナモン抽出物は、シナモンまたはその粉末から有効成分を水または有機
溶媒により抽出して得ることができる。ここで用いる有機溶媒としては、医薬品や食品、
食品添加物などの製造、加工に使用が許可されたものが好ましく、例えば、アセトン、エ
タノール、グリセリン、酢酸エチル、ジエチルエーテル、シクロヘキサン、ブタノール、
プロパノール、プロピレングリコール、ヘキサン、メタノールなどが挙げられ、食用油な
どの油脂類を用いても良い。またこれらの溶媒のうち少なくとも２種以上を混合して用い
ても良いし、これらの含水溶媒を用いても良い。抽出により得た抽出液、またはそれから
抽出溶媒を除去したものを、シナモン抽出物とする。また、医薬品や食品として不適当な
不純物を含有しない限り、粗抽出物または半精製抽出物として本発明に使用できる。
【００３４】
本発明の組成物は、マルチプル・リスク・ファクター症候群を予防又は改善するための組
成物であって、甘草疎水性抽出物、ウコン抽出物、クローブ抽出物、シナモン抽出物のう
ち少なくとも１種以上を含有するものであればその形態は限定されず、例えば、保健機能
食品（特定保健用食品、栄養機能食品）や健康食品などの飲食品、医薬品、化粧品、医薬
部外品などとして用いることができる。
【００３５】
飲食品として用いる場合は、そのまま直接摂取することができ、また、公知の担体や助剤
などを使用してカプセル剤、錠剤、顆粒剤など服用しやすい形態に成型して摂取すること
ができる。これら成型剤における各抽出物の含有量は０．１～１００重量％、好ましくは
１０～９０重量％がよい。さらに、飲食物材料に混合して、チューインガム、チョコレー
ト、キャンディー、ゼリー、ビスケット、クラッカーなどの菓子類、アイスクリーム、氷
菓などの冷菓類、茶、清涼飲料、栄養ドリンク、美容ドリンクなどの飲料、うどん、中華
麺、スパゲティー、即席麺などの麺類、蒲鉾、竹輪、半片などの練り製品、ドレッシング
、マヨネーズ、ソースなどの調味料、マーガリン、バター、サラダ油などの油脂類、パン
、ハム、スープ、レトルト食品、冷凍食品など、すべての飲食物に使用することができる
。これら飲食用組成物を摂取する場合、その摂取量は各抽出物換算で成人一人一日当たり
０．１～１０００ｍｇ／ｋｇ体重、好ましくは１～１００ｍｇ／ｋｇ体重がよい。また、
家畜やペット用の飼料やペットフードとしても使用することができ、その摂取量は各抽出
物換算で一日当たり０．１～１０００ｍｇ／ｋｇ体重が好ましい。
【００３６】
医薬品として用いる場合は、その剤形は特に限定されず、例えば、カプセル剤、錠剤、顆
粒剤、注射剤、坐剤、貼付剤などが挙げられる。製剤化においては、薬剤学的に許容され
る他の製剤素材、例えば、賦形剤、崩壊剤、滑沢剤、結合剤、酸化防止剤、着色剤、凝集
防止剤、吸収促進剤、溶解補助剤、安定化剤などを適宜添加して調製することができる。
これら製剤の投与量としては、各抽出物換算で成人一人一日当たり０．１～１０００ｍｇ
／ｋｇ体重、好ましくは１～１００ｍｇ／ｋｇ体重を１回ないし数回に分けて投与する。
また、家畜やペット用の医薬品としても使用することができ、その投与量は各抽出物換算
で一日当たり０．１～１０００ｍｇ／ｋｇ体重が好ましい。
【００３７】
化粧品、医薬部外品として用いる場合は、例えば、軟膏、リニメント剤、エアゾール剤、
クリーム、石鹸、洗顔料、全身洗浄料、化粧水、ローション、入浴剤などに使用すること
ができる。
【００３８】
本発明の組成物は、魚類、爬虫類、両生類、鳥類、哺乳類などあらゆる動物に投与又は適
用することができる。哺乳類としては特に限定されず、例えば、ヒト、サル、イヌ、ネコ
、ウシ、ウマ、ブタ、ヒツジ、マウス、ラット、モルモット等が挙げられる。
【実施例】
【００３９】
以下、実施例を挙げて本発明をさらに具体的に説明するが、本発明はこれらの実施例に限
定されるものではない。
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甘草疎水性抽出物
（調製例１）　甘草疎水性抽出物の調製－１
ガラス容器にて甘草粉末（株式会社カネカサンスパイス）５００ｇを５倍量の酢酸エチル
に浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥ
Ｃ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その抽出液を減
圧濃縮して溶媒を除去し、甘草疎水性抽出物３３．９１ｇを得た。
【００４１】
（参考例１）　甘草疎水性抽出物中のグリチルリチン含量
調製例１で調製した甘草疎水性抽出物に含まれるグリチルリチン量をＭ．Ａ．Ｒａｇｇｉ
，ｅｔ　ａｌ．の方法（Ｂｏｌｌ．Ｃｈｉｍ．Ｆａｒｍａｃｅｕｔｉｃｏ．，１３３，７
０４－７０８，１９９４）を参考にしたＨＰＬＣ分析により測定した。分析カラムはＣＯ
ＳＭＯＳＩＬ　５Ｃ１８－ＡＲ，４．６×２５０ｍｍ（ナカライテスク株式会社）を４０
℃で用い、移動相はアセトニトリル：蒸留水：酢酸（３５：６５：０．５，ｖ／ｖ）を流
速１ｍｌ／ｍｉｎ．で用い、ピークは２５１ｎｍで検出した。グリチルリチン標準品には
グリチルリチン酸アンモニウム塩（和光純薬工業株式会社、食品添加物試験用）を用い、
１～２０μｇ／ｍｌの濃度範囲で検量線を作成し、定量した。
その結果、甘草疎水性抽出物１ｍｇ／ｍｌ中に含まれるグリチルリチン量は４μｇ／ｍｌ
、すなわちグリチルリチン含量は０．４％であった。一般にグリチルリチン含量は甘草粉
末中に２．５％以上、水抽出物中に４．５％以上、熱水抽出物中に６．０％以上であるこ
とから、甘草疎水性抽出物中のグリチルリチン含量が非常に少ないことが示された。
【００４２】
（試験例１）　内臓脂肪低減効果
Ｃ５７ＢＬ／６Ｊマウス（雌，１０週齡）に高脂肪・高糖分食（オリエンタル酵母株式会
社製、表１）を自由摂取にて４～８週間与え、食餌性の肥満状態にした。その後マウスを
各群６～８匹に分け、正常食（オリエンタル酵母株式会社製、表１）を基本飼料として、
無添加群（対照群）及び調製例１で得た甘草疎水性抽出物添加群を自由摂取にて４週間与
えた。一晩絶食したマウスをエーテル麻酔下で開腹し、腹大動脈から採血して屠殺した。
その後、子宮周辺脂肪及び腎臓周辺脂肪を摘出し、重量を測定した。子宮周辺脂肪量と腎
臓周辺脂肪量の和を腹腔内脂肪量とした。この結果を表２に示す。
【００４３】



(10) JP 5607397 B2 2014.10.15

10

20

30

40

50

【表１】

【００４４】

【表２】

【００４５】
表２から明らかなように、無添加群（対照群）に比し、甘草疎水性抽出物を添加した群に
おいて、摂餌量及び体重に変化はみられないが、腹腔内脂肪が顕著に減少した。すなわち
、高脂肪・高糖分食の摂取によって蓄積した内臓脂肪が、甘草疎水性抽出物を含有した飼
料を摂取することにより低減することが判明した。
【００４６】
（試験例２）　２型糖尿病モデル・マウスに対する糖尿病予防効果－１
遺伝的に肥満を呈し２型糖尿病を発症するモデル動物であるＫＫ－Ａｙマウスを用いて、
調製例１で調製した甘草疎水性抽出物の糖尿病予防効果を評価した。陽性対照には、糖尿
病治療薬であるトログリタゾンを用いた。
ＫＫ－Ａｙマウス（雌，６週齡）を３群（各群５匹）に分け、正常食（オリエンタル酵母
株式会社、表１）を基本飼料として、無添加群（対照群）、トログリタゾン添加群、甘草
疎水性抽出物添加群を自由摂取にて４週間与えた。トログリタゾンは、ノスカール錠２０
０（１錠中トログリタゾン２００ｍｇを含有、三共株式会社）をメノウ乳鉢にて粉砕し、
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トログリタゾン添加量が０．２％となるように正常食に添加した。甘草疎水性抽出物は、
調製例１で調製したものを添加量０．１５％となるように正常食に添加した。
給餌期間中１週間毎にマウス尾静脈より少量採血し、簡易式血糖測定器ノボアシストプラ
ス（ノボノルディクスファーマ株式会社）を用いて、血糖値を測定した。
給餌期間終了後、マウスを一晩絶食し、エーテル麻酔下で開腹して腹大動脈から採血し、
肝臓を摘出して重量を測定した。また、血清中の総コレステロール（Ｔ－ＣＨＯ）、中性
脂肪（ＴＧ）、遊離脂肪酸（ＮＥＦＡ）、ＧＯＴ、ＧＰＴ、ＬＡＰ、コリンエステラーゼ
（ＣｈｏＥ）、総蛋白（ＴＰ－Ｓ）、アルブミン（ＡＬＢ－Ｓ）、Ａ／Ｇ比を株式会社総
合医化学研究所に依頼し分析した。
【００４７】
【表３】

【００４８】
マウス体重を表３に示す。トログリタゾン添加群のマウス体重は、無添加群（対照群）を
やや上まわり、４週後では有意に増加した。甘草疎水性抽出物群では、無添加群（対照群
）との有意な差が認められなかった。
【００４９】

【表４】

【００５０】
血糖値の測定結果を表４に示す。給餌開始時の血糖値は１４５～１５７ｍｇ／ｄｌであり
、いずれの群においても高血糖になっていなかった。１週後からは、無添加群（対照群）
での血糖値は３９０ｍｇ／ｄｌを越え、糖尿病の発症が確認された。無添加群（対照群）
に比し、トログリタゾン添加群では血糖上昇が有意に抑えられており、血糖上昇抑制作用
が認められた。この時のトログリタゾン投与量は、マウス体重と摂餌量から算出すると、
約２７０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであった。一方、甘草疎水性抽出物群では２週後から血糖上
昇が有意に抑えられており、血糖上昇抑制作用が認められた。この時の甘草疎水性抽出物
の投与量は、マウス体重と摂餌量から算出すると、約１９０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであった
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。
【００５１】
【表５】

【００５２】
肝臓重量及び血液検査の結果を表５に示す。無添加群（対照群）に比し、トログリタゾン
添加群ではＴＧ及びＮＥＦＡが有意に減少し、脂質代謝改善作用が認められた。しかし、
トログリタゾン添加群では肝臓重量が有意に増加し、ＧＰＴが有意に上昇し、有意ではな
いがＧＯＴが１３％上昇しており、肝機能異常が示唆された。一方、甘草疎水性抽出物群
ではＴ－ＣＨＯ及びＮＥＦＡが有意に減少し、有意ではないがＴＧが３５％減少し、脂質
代謝改善作用が認められた。しかも甘草疎水性抽出物群では肝臓重量、ＧＯＴ、ＧＰＴな
ど肝機能を表す指標に有意差は認められず、肝機能に対する毒性がないことが示された。
以上の結果から、甘草疎水性抽出物は、陽性対照としたトログリタゾンと同様に血糖上昇
抑制作用及び脂質代謝改善作用を有していることが判明した。
【００５３】
（調製例２）　甘草疎水性抽出物の調製－２
ガラス容器にて甘草粉末（株式会社カネカサンスパイス）３００ｇを１０倍量の温水（約
４０℃）に浸し、遮光状態で一晩（約１８時間）撹拌した。濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥＣ　Ｎ
ｏ．２）を用いた濾過を行い、得た残渣を乾燥（約６０℃）し、水抽出残渣２６５ｇを得
た。その残渣を５倍量のエタノールに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週
間放置した。濾紙（ＡＤＶＡＮＴＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去
し、抽出液を得た。その抽出液を減圧濃縮して溶媒を除去し、甘草疎水性抽出物２３．６
２ｇを得た。
【００５４】
（試験例３）　２型糖尿病モデル・マウスに対する糖尿病予防効果－２
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試験例２と同じ方法により、調製例２で調製した甘草疎水性抽出物の糖尿病予防効果を評
価した。甘草疎水性抽出物添加群は、調製例２で調製したものを添加量０．２％となるよ
うに正常食に添加した。陽性対照には、糖尿病治療薬であるピオグリタゾンを用いた。ピ
オグリタゾンは、アクトス錠３０（１錠中ピオグリタゾン３０ｍｇを含有、武田薬品工業
株式会社）をメノウ乳鉢にて粉砕し、ピオグリタゾン添加量が０．０４％となるように正
常食に添加した。血糖値の測定には、簡易式血糖測定器グルテストエース（株式会社三和
化学研究所）を用いた。
【００５５】
【表６】

【００５６】
マウス体重を表６に示す。ピオグリタゾン添加群及び甘草疎水性抽出物添加群のマウス体
重は、無添加群（対照群）と同様に推移し、有意な差は認められなかった。
【００５７】

【表７】

【００５８】
血糖値の測定結果を表７に示す。無添加群（対照群）において、１週後から血糖値が上昇
し、糖尿病の発症が確認された。これに対し、ピオグリタゾン添加群では血糖上昇が有意
に抑えられており、血糖上昇抑制作用が認められた。この時のピオグリタゾン投与量は、
マウス体重と摂餌量から算出すると、約５０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであった。また、甘草疎
水性抽出物群においても血糖上昇が有意に抑えられており、血糖上昇抑制作用が認められ
た。この時の甘草疎水性抽出物の投与量は、マウス体重と摂餌量から算出すると、約２６
０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであった。
以上の結果から、甘草疎水性抽出物は、陽性対照としたピオグリタゾンと同様に血糖上昇
抑制作用を示し、糖尿病予防効果を有していることが判明した。
【００５９】
（試験例４）　２型糖尿病モデル・マウスに対する糖尿病改善効果
ＫＫ－Ａｙマウスを用いて、調製例２で調製した甘草疎水性抽出物の糖尿病改善効果を評
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ＫＫ－Ａｙマウス（雌，１５週齡）を３群（各群４匹）に分け、正常食を基本飼料として
、無添加群（対照群）、ピオグリタゾン添加群、甘草疎水性抽出物添加群を自由摂取にて
７日間与えた。ピオグリタゾンは添加量が０．０２％となるように正常食に添加した。甘
草疎水性抽出物は調製例２で調製したものを添加量０．２％となるように正常食に添加し
た。血糖値の測定には、簡易式血糖測定器グルテストエース（株式会社三和化学研究所）
を用いた。
【００６０】
【表８】

【００６１】
血糖値の測定結果を表８に示す。給餌開始時の血糖値は３７８～３９１ｍｇ／ｄｌであり
、いずれの群においても高血糖になっていることが確認された。無添加群（対照群）では
、４日目及び７日目に血糖値が約５３０ｍｇ／ｄｌとなり、症状が悪化した。これに対し
、ピオグリタゾン添加群及び甘草疎水性抽出物群では、４日目及び７日目ともに血糖値が
有意に低下し、血糖降下作用が認められた。
以上の結果から、甘草疎水性抽出物は、陽性対照としたピオグリタゾンと同様に血糖降下
作用を示し、糖尿病改善効果を有していることが判明した。
【００６２】
（調製例３）　甘草疎水性抽出物の調製－３
ステンレス製容器にて甘草粉末（株式会社カネカサンスパイス）１．５ｋｇを１０倍量の
水に浸し、室温及び遮光状態で約２４時間撹拌した。遠心分離（５０００ｇ，２０ｍｉｎ
）を行い、得た残渣を乾燥（約５５℃）し、水抽出残渣を得た。その残渣を５倍量のエタ
ノールに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤＶＡ
ＮＴＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その抽出
液を減圧濃縮して溶媒を除去し、甘草疎水性抽出物１４１．５ｇを得た。
【００６３】
（試験例５）　自然発症高血圧ラットにおける効果
加齢に伴って高血圧を発症する本態性高血圧症のモデル動物である自然発症高血圧ラット
（ＳＨＲ）を用いて、調製例３で調製した甘草疎水性抽出物の効果を評価した。陽性対照
には、高血圧症治療薬であるマレイン酸エナラプリルを用いた。
ＳＨＲ（雄，５週齡）を３群（各群８匹）に分け、溶媒対照群、甘草疎水性抽出物群、マ
レイン酸エナラプリル群とした。溶媒対照群にはプロピレングリコールを３ｍｌ／ｋｇ／
ｄａｙで、甘草疎水性抽出物群には甘草疎水性抽出物／プロピレングリコール溶液を３０
０ｍｇ／３ｍｌ／ｋｇ／ｄａｙで、マレイン酸エナラプリル群にはマレイン酸エナラプリ
ル／０．５％メチルセルロース水溶液を２０ｍｇ／１０ｍｌ／ｋｇ／ｄａｙで、３週間経
口投与した。この間、餌（ＣＲＦ－１、オリエンタル酵母工業株式会社）及び水は自由摂
取させた。
投与開始前日及び投与期間中７日目、１４日目及び２１日目に非観血式自動血圧測定装置
（ＢＰ－９７Ａ、株式会社ソフトロン）を用いて尾動脈圧から血圧を測定した。血圧測定
はサンプル投与前に行った。
【００６４】
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【表９】

【００６５】
ＳＨＲの体重を表９に示す。いずれの群においても体重はほぼ同様に推移し、有意な差は
認められなかった。
【００６６】
【表１０】

【００６７】
血圧の測定結果を表１０に示す。投与開始前の血圧は１１１～１１３ｍｍＨｇであり、い
ずれの群においても高血圧になっていなかった。溶媒対照群において、７日目から血圧が
上昇し、高血圧の発症が確認された。溶媒対照群に比し、甘草疎水性抽出物群では血圧上
昇が抑えられており、７日目及び２１日目では有意差が認められた。高血圧症治療薬であ
るマレイン酸エナラプリル群では７日目から有意な血圧上昇抑制作用が認められた。
以上の結果より、甘草疎水性抽出物は高血圧を予防または改善する効果を有することが判
明した。
【００６８】
（実施例１）　甘草疎水性抽出物含有錠剤の調製
甘草疎水性抽出物　　　　　４５重量部
乳糖　　　　　　　　　　　３５重量部
結晶セルロース　　　　　　１５重量部
ショ糖脂肪酸エステル　　　　５重量部
上記組成で常法により甘草疎水性抽出物を含有する飲食用又は医薬用の錠剤を調製した。
【００６９】
（実施例２）　甘草疎水性抽出物含有ソフトカプセル剤の調製
甘草疎水性抽出物　　　　　４０重量部
ゴマ油　　　　　　　　　　５５重量部
グリセリン脂肪酸エステル　　５重量部
上記組成で常法により甘草疎水性抽出物を含有する飲食用又は医薬用のソフトカプセル剤
を調製した。
【００７０】
（実施例３）　甘草疎水性抽出物含有クラッカーの調製
甘草疎水性抽出物　　　　　　１重量部
薄力粉　　　　　　　　　１２０重量部
食塩　　　　　　　　　　　　１重量部
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バター　　　　　　　　　　３０重量部
水　　　　　　　　　　　　４０重量部
上記組成で常法により甘草疎水性抽出物を含有するクラッカーを調製した。
【００７１】
（実施例４）　甘草疎水性抽出物含有うどんの調製
甘草疎水性抽出物　　　　　　１重量部
強力粉　　　　　　　　　１００重量部
薄力粉　　　　　　　　　１００重量部
食塩　　　　　　　　　　　１０重量部
水　　　　　　　　　　　１００重量部
上記組成で常法により甘草疎水性抽出物を含有するうどんを調製した。
【００７２】
（実施例５）　甘草疎水性抽出物含有ドレッシングの調製
甘草疎水性抽出物　　　　　１０重量部
オリーブ油　　　　　　　　８０重量部
食酢　　　　　　　　　　　６０重量部
食塩　　　　　　　　　　　　３重量部
コショウ　　　　　　　　　　１重量部
レモン汁　　　　　　　　　　５重量部
上記組成で常法により甘草疎水性抽出物を含有するドレッシングを調製した。
【００７３】
ウコン抽出物
（調製例４）　ウコン抽出物の調製－１
ガラス製容器にてウコン粉末（株式会社カネカサンスパイス）４００ｇを５倍容量のエタ
ノールに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤＶＡ
ＮＴＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その抽出
液を減圧濃縮して溶媒を除去し、ウコン抽出物４３．７１ｇを得た。
【００７４】
（試験例６）　内臓脂肪低減効果
Ｃ５７ＢＬ／６Ｊマウス（雌，１０週齡）に高脂肪・高糖分食（オリエンタル酵母株式会
社製、表１）を自由摂取にて４～８週間与え、食餌性の肥満状態にした。その後マウスを
各群６～８匹に分け、正常食（オリエンタル酵母株式会社製、表１）を基本飼料として、
無添加群（対照群）及び調製例４で得たウコン抽出物添加群を自由摂取にて４週間与えた
。一晩絶食したマウスをエーテル麻酔下で開腹し、腹大動脈から採血して屠殺した。その
後、子宮周辺脂肪及び腎臓周辺脂肪を摘出し、重量を測定した。子宮周辺脂肪量と腎臓周
辺脂肪量の和を腹腔内脂肪量とした。この結果を表１１及び表１２に示す。
【００７５】
【表１１】

【００７６】
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【表１２】

【００７７】
表１１及び表１２から明らかなように、無添加群（対照群）に比し、ウコン抽出物を添加
した群において、摂餌量及び体重に変化はみられないが、腹腔内脂肪が顕著に減少した。
すなわち、高脂肪・高糖分食の摂取によって蓄積した内臓脂肪が、ウコン抽出物を含有し
た飼料を摂取することにより低減することが判明した。
【００７８】
（調製例５）　ウコン抽出物の調製－２
ガラス製容器にてウコン粉末（株式会社カネカサンスパイス）７９３ｇをエタノール４０
００ｍｌに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤＶ
ＡＮＴＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その抽
出液を減圧濃縮して溶媒を除去し、ウコン抽出物７９．４８ｇを得た。
【００７９】
（試験例７）　２型糖尿病モデル・マウスにおける効果
遺伝的に肥満を呈し２型糖尿病を発症するモデル動物であるＫＫ－Ａｙマウスを用いて、
ウコン抽出物の効果を評価した。陽性対照には、糖尿病治療薬であるピオグリタゾンを用
いた。
ＫＫ－Ａｙマウス（雌，６週齡）を３群（各群５匹）に分け、正常食（オリエンタル酵母
株式会社、表１）を基本飼料として、無添加群（対照群）、ピオグリタゾン添加群、ウコ
ン抽出物添加群を自由摂取にて４週間与えた。ピオグリタゾンは、アクトス錠３０（１錠
中ピオグリタゾン３０ｍｇを含有、武田薬品工業株式会社）をメノウ乳鉢にて粉砕し、ピ
オグリタゾン添加量が０．０４％となるように正常食に添加した。ウコン抽出物は、調製
例５で調製したものを添加量０．５％となるように正常食に添加した。
給餌期間中１週間毎にマウス尾静脈より少量採血し、簡易式血糖測定器グルテストエース
（株式会社三和化学研究所）を用いて、血糖値を測定した。
【００８０】
【表１３】

【００８１】
マウス体重を表１３に示す。ピオグリタゾン添加群及びウコン抽出物添加群のマウス体重
は無添加群（対照群）とほぼ同様に推移し、有意な差は認められなかった。
【００８２】
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【表１４】

【００８３】
血糖値の測定結果を表１４に示す。給餌開始時の血糖値は１４２～１５１ｍｇ／ｄｌであ
り、いずれの群においても高血糖になっていなかった。無添加群（対照群）において、１
週後から血糖値が上昇し、糖尿病の発症が確認された。無添加群（対照群）に比し、ウコ
ン抽出物添加群では、糖尿病治療薬であるピオグリタゾン添加群と同様に、血糖上昇が有
意に抑えられており、血糖降下作用が認められた。この時のウコン抽出物の投与量は、マ
ウス体重と摂餌量から算出すると、約６７０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであった。以上の結果よ
り、ウコン抽出物は糖尿病を予防または改善する効果を有することが判明した。
【００８４】
（実施例６）　ウコン抽出物含有錠剤の調製
ウコン抽出物　　　　　　　４５重量部
乳糖　　　　　　　　　　　３５重量部
結晶セルロース　　　　　　１５重量部
ショ糖脂肪酸エステル　　　　５重量部
上記組成で常法によりウコン抽出物を含有する飲食用又は医薬用の錠剤を調製した。
【００８５】
（実施例７）　ウコン抽出物含有ソフトカプセル剤の調製
ウコン抽出物　　　　　　　４０重量部
ゴマ油　　　　　　　　　　５５重量部
グリセリン脂肪酸エステル　　５重量部
上記組成で常法によりウコン抽出物を含有する飲食用又は医薬用のソフトカプセル剤を調
製した。
【００８６】
（実施例８）　ウコン抽出物含有クラッカーの調製
ウコン抽出物　　　　　　　　１重量部
薄力粉　　　　　　　　　１２０重量部
食塩　　　　　　　　　　　　１重量部
ベーキングパウダー　　　　　２重量部
バター　　　　　　　　　　３０重量部
水　　　　　　　　　　　　４０重量部
上記組成で常法によりウコン抽出物を含有するクラッカーを調製した。
【００８７】
（実施例９）　ウコン抽出物含有うどんの調製
ウコン抽出物　　　　　　　　１重量部
強力粉　　　　　　　　　１００重量部
薄力粉　　　　　　　　　１００重量部
食塩　　　　　　　　　　　１０重量部
水　　　　　　　　　　　１００重量部
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上記組成で常法によりウコン抽出物を含有するうどんを調製した。
【００８８】
（実施例１０）　ウコン抽出物含有ドレッシングの調製
ウコン抽出物　　　　　　　１０重量部
オリーブ油　　　　　　　　８０重量部
食酢　　　　　　　　　　　６０重量部
食塩　　　　　　　　　　　　３重量部
コショウ　　　　　　　　　　１重量部
レモン汁　　　　　　　　　　５重量部
上記組成で常法によりウコン抽出物を含有するドレッシングを調製した。
【００８９】
クローブ抽出物
（調製例６）　クローブ抽出物の調製－１
ガラス製容器にてクローブ粉末（株式会社カネカサンスパイス）６００ｇを５倍容量の酢
酸エチルに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤＶ
ＡＮＴＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その抽
出液を減圧濃縮して溶媒を除去し、クローブ抽出物４７．５９ｇを得た。
【００９０】
（試験例８）　内臓脂肪低減効果
Ｃ５７ＢＬ／６Ｊマウス（雌，１０週齡）に高脂肪・高糖分食（オリエンタル酵母株式会
社製、表１）を自由摂取にて４～８週間与え、食餌性の肥満状態にした。その後マウスを
各群６～８匹に分け、正常食（オリエンタル酵母株式会社製、表１）を基本飼料として、
無添加群（対照群）及び調製例６で得たクローブ抽出物添加群を自由摂取にて４週間与え
た。一晩絶食したマウスをエーテル麻酔下で開腹し、腹大動脈から採血して屠殺した。そ
の後、子宮周辺脂肪及び腎臓周辺脂肪を摘出し、重量を測定した。子宮周辺脂肪量と腎臓
周辺脂肪量の和を腹腔内脂肪量とした。この結果を表１５に示す。
【００９１】
【表１５】

【００９２】
表１５から明らかなように、無添加群（対照群）に比し、クローブ抽出物を添加した群に
おいて、摂餌量及び体重に変化はみられないが、腹腔内脂肪が顕著に減少した。すなわち
、高脂肪・高糖分食の摂取によって蓄積した内臓脂肪が、クローブ抽出物を含有した飼料
を摂取することにより低減することが判明した。
【００９３】
（調製例７）　クローブ抽出物の調製－２
ガラス製容器にてクローブ粉末（株式会社カネカサンスパイス）２ｋｇをエタノール１０
Ｌに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤＶＡＮＴ
ＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その抽出液を
減圧濃縮して溶媒を除去し、クローブ抽出物２１７ｇを得た。
【００９４】
（試験例９）　２型糖尿病モデル・マウスにおける効果
遺伝的に肥満を呈し２型糖尿病を発症するモデル動物であるＫＫ－Ａｙマウスを用いて、
クローブ抽出物の効果を評価した。陽性対照には、糖尿病治療薬であるピオグリタゾンを
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用いた。
ＫＫ－Ａｙマウス（雌，６週齡）を３群（各群５匹）に分け、正常食（オリエンタル酵母
株式会社、表１）を基本飼料として、無添加群（対照群）、ピオグリタゾン添加群、クロ
ーブ抽出物添加群を自由摂取にて３週間与えた。ピオグリタゾンは、アクトス錠３０（１
錠中ピオグリタゾン３０ｍｇを含有、武田薬品工業株式会社）をメノウ乳鉢にて粉砕し、
ピオグリタゾン添加量が０．０２％となるように正常食に添加した。クローブ抽出物は、
調製例７で調製したものを添加量０．５％となるように正常食に添加した。
給餌期間中１週間毎にマウス尾静脈より少量採血し、簡易式血糖測定器グルテストエース
（株式会社三和化学研究所）を用いて、血糖値を測定した。
【００９５】
【表１６】

【００９６】
マウス体重を表１６に示す。ピオグリタゾン添加群及びクローブ抽出物添加群のマウス体
重は無添加群（対照群）とほぼ同様に推移し、有意な差は認められなかった。
【００９７】

【表１７】

【００９８】
血糖値の測定結果を表１７に示す。給餌開始時の血糖値は１５６～１７１ｍｇ／ｄｌであ
り、いずれの群においても高血糖になっていなかった。無添加群（対照群）において、１
週後から血糖値が上昇し、糖尿病の発症が確認された。無添加群（対照群）に比し、クロ
ーブ抽出物添加群では、糖尿病治療薬であるピオグリタゾン添加群と同様に、血糖上昇が
有意に抑えられており、血糖降下作用が認められた。この時のクローブ抽出物の投与量は
、マウス体重と摂餌量から算出すると、約６６０ｍｇ／ｋｇ／ｄａｙであった。
【００９９】
（実施例１１）　クローブ抽出物含有錠剤の調製
クローブ抽出物　　　　　　４５重量部
乳糖　　　　　　　　　　　３５重量部
結晶セルロース　　　　　　１５重量部
ショ糖脂肪酸エステル　　　　５重量部
上記組成で常法によりクローブ抽出物を含有する飲食用又は医薬用の錠剤を調製した。
【０１００】
（実施例１２）　クローブ抽出物含有ソフトカプセル剤の調製
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クローブ抽出物　　　　　　４０重量部
ゴマ油　　　　　　　　　　５５重量部
グリセリン脂肪酸エステル　　５重量部
上記組成で常法によりクローブ抽出物を含有する飲食用又は医薬用のソフトカプセル剤を
調製した。
【０１０１】
（実施例１３）　クローブ抽出物含有クラッカーの調製
クローブ抽出物　　　　　　　１重量部
薄力粉　　　　　　　　　１２０重量部
食塩　　　　　　　　　　　　１重量部
ベーキングパウダー　　　　　２重量部
バター　　　　　　　　　　３０重量部
水　　　　　　　　　　　　４０重量部
上記組成で常法によりクローブ抽出物を含有するクラッカーを調製した。
【０１０２】
（実施例１４）　クローブ抽出物含有うどんの調製
クローブ抽出物　　　　　　　１重量部
強力粉　　　　　　　　　１００重量部
薄力粉　　　　　　　　　１００重量部
食塩　　　　　　　　　　　１０重量部
水　　　　　　　　　　　１００重量部
上記組成で常法によりクローブ抽出物を含有するうどんを調製した。
【０１０３】
（実施例１５）　クローブ抽出物含有ドレッシングの調製
クローブ抽出物　　　　　　１０重量部
オリーブ油　　　　　　　　８０重量部
食酢　　　　　　　　　　　６０重量部
食塩　　　　　　　　　　　　３重量部
コショウ　　　　　　　　　　１重量部
レモン汁　　　　　　　　　　５重量部
上記組成で常法によりクローブ抽出物を含有するドレッシングを調製した。
【０１０４】
シナモン抽出物
（調製例８）　シナモン抽出物の調製
ガラス製容器にてシナモン粉末（株式会社カネカサンスパイス）１０００ｇを５倍容量の
酢酸エチルに浸し、室温及び遮光状態で、時折撹拌しながら１週間放置した。濾紙（ＡＤ
ＶＡＮＴＥＣ　Ｎｏ．２）を用いた濾過を２回行って粉末を除去し、抽出液を得た。その
抽出液を減圧濃縮して溶媒を除去し、シナモン抽出物５９．５７ｇを得た。
【０１０５】
（試験例１０）　内臓脂肪低減効果
Ｃ５７ＢＬ／６Ｊマウス（雌，１０週齡）に高脂肪・高糖分食（オリエンタル酵母株式会
社製、表１）を自由摂取にて４～８週間与え、食餌性の肥満状態にした。その後マウスを
各群６～８匹に分け、正常食（オリエンタル酵母株式会社製、表１）を基本飼料として、
無添加群（対照群）及び調製例８で得たシナモン抽出物添加群を自由摂取にて４週間与え
た。一晩絶食したマウスをエーテル麻酔下で開腹し、腹大動脈から採血して屠殺した。そ
の後、子宮周辺脂肪及び腎臓周辺脂肪を摘出し、重量を測定した。子宮周辺脂肪量と腎臓
周辺脂肪量の和を腹腔内脂肪量とした。この結果を表１８に示す。
【０１０６】
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【０１０７】
表１８から明らかなように、無添加群（対照群）に比し、シナモン抽出物を添加した群に
おいて、摂餌量及び体重に変化はみられないが、腹腔内脂肪が顕著に減少した。すなわち
、高脂肪・高糖分食の摂取によって蓄積した内臓脂肪が、シナモン抽出物を含有した飼料
を摂取することにより低減することが判明した。
【０１０８】
（実施例１６）　シナモン抽出物含有錠剤の調製
シナモン抽出物　　　　　　４５重量部
乳糖　　　　　　　　　　　３５重量部
結晶セルロース　　　　　　１５重量部
ショ糖脂肪酸エステル　　　　５重量部
上記組成で常法によりシナモン抽出物を含有する飲食用又は医薬用の錠剤を調製した。
【産業上の利用可能性】
【０１０９】
本発明は、上述の構成よりなるので、内臓脂肪型肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧症を含
むマルチプル・リスク・ファクター症候群を予防又は改善するための組成物を提供するこ
とができる。本発明の組成物を摂取することにより蓄積した内臓脂肪を低減することがで
き、さらに、内臓脂肪の蓄積を原因とする肥満、糖尿病、高脂血症、高血圧症などの生活
習慣病を予防または改善することができる。
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